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令和元年１２月１日から、御希望に応じて運転免許証等に旧姓を併記できるようになりました。

新しい運転免許証の交付を受ける場合新しい運転免許証の交付を受ける場合新しい運転免許証の交付を受ける場合新しい運転免許証の交付を受ける場合新しい運転免許証の交付を受ける場合新しい運転免許証の交付を受ける場合新しい運転免許証の交付を受ける場合新しい運転免許証の交付を受ける場合

下図のとおり、運転免許証表面の氏名欄に「旧姓を使

用したフルネーム」が記載されます。

［ ］で囲まれている部分が、

旧姓を使用した氏名です。

お持ちの運転免許証に旧姓を併記する場合お持ちの運転免許証に旧姓を併記する場合お持ちの運転免許証に旧姓を併記する場合お持ちの運転免許証に旧姓を併記する場合お持ちの運転免許証に旧姓を併記する場合お持ちの運転免許証に旧姓を併記する場合お持ちの運転免許証に旧姓を併記する場合お持ちの運転免許証に旧姓を併記する場合

下図のとおり、運転免許証裏面の備考欄に「旧姓を使

用したフルネーム」が記載されます。

氏名欄の括弧内は旧姓を使用した氏名○○公委旧姓を使用した氏名：東京花子○○公委

再交付の場合は別途手

数料がかかります。

お持ちのマイナ免許証に旧姓を併記する場合お持ちのマイナ免許証に旧姓を併記する場合お持ちのマイナ免許証に旧姓を併記する場合お持ちのマイナ免許証に旧姓を併記する場合お持ちのマイナ免許証に旧姓を併記する場合お持ちのマイナ免許証に旧姓を併記する場合お持ちのマイナ免許証に旧姓を併記する場合お持ちのマイナ免許証に旧姓を併記する場合

下図のとおり、免許システム上の免許情報が変更され

ます。

旧氏 静岡 令和７年３月24日

手数料はかかりません。

市区町村で旧氏併記の届出をし、以下の

いずれかの書類をお持ちのうえ、お近くの

運転免許センター等にお越しください。

○ 「旧氏」欄に旧姓が記載された住民票

○ 「旧氏」欄に旧姓が記載されたマイナ

ンバーカード

※マイナ免許証に旧姓併記する場合は、

旧姓併記されたマイナンバーカードのみ

詳しくは、お近くの運転免許センター等にお問い合わせください詳しくは、お近くの運転免許センター等にお問い合わせください詳しくは、お近くの運転免許センター等にお問い合わせください詳しくは、お近くの運転免許センター等にお問い合わせください。。。。


